
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
五
十
九
号

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関

係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関

係
告
示
の
整
理
等
に
関
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
告
示
の
整
理
等
に

関
す
る
告
示

（
酸
素
及
び
窒
素
の
価
格
の
一
部
改
正
）

第
一
条

酸
素
及
び
窒
素
の
価
格
（
平
成
二
年
厚
生
省
告
示
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

３

酸
素
の
単
価
は
、
当
該
年
度
の
前
年
の
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日

３

酸
素
の
単
価
は
、
当
該
年
度
の
前
年
の
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
当
該
保
険
医
療
機
関
が
購
入
し
た
酸
素
の
対
価
（
平
成
三
十
年

ま
で
の
間
に
当
該
保
険
医
療
機
関
が
購
入
し
た
酸
素
の
対
価
（
平
成
三
十
年

一
月
一
日
か
ら
令
和
元
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
当
該
保
険
医
療
機
関
が

一
月
一
日
か
ら
令
和
元
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
当
該
保
険
医
療
機
関
が

購
入
し
た
酸
素
の
対
価
に
つ
い
て
は
、
当
該
対
価
に
百
八
分
の
百
十
を
乗
じ

購
入
し
た
酸
素
の
対
価
に
つ
い
て
は
、
当
該
対
価
に
百
八
分
の
百
十
を
乗
じ

て
得
た
額
の
一
円
未
満
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
た
額
）
を
当
該
酸
素
の
摂
氏

て
得
た
額
の
一
円
未
満
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
た
額
）
を
当
該
酸
素
の
摂
氏

三
十
五
度
、
一
気
圧
に
お
け
る
容
積
（
単
位

リ
ッ
ト
ル
）
で
除
し
て
得
た

三
十
五
度
、
一
気
圧
に
お
け
る
容
積
（
単
位

リ
ッ
ト
ル
）
で
除
し
て
得
た

額
の
一
銭
未
満
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
た
額
と
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区

額
の
一
銭
未
満
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
た
額
と
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
単

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
単

価
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
年
度
の

価
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
年
度
の

前
年
に
お
い
て
酸
素
の
購
入
実
績
が
な
い
場
合
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
保

前
年
に
お
い
て
酸
素
の
購
入
実
績
が
な
い
場
合
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
保

険
医
療
機
関
に
つ
い
て
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
に
定
め

険
医
療
機
関
に
つ
い
て
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

離
島
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の

二

離
島
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
離
島
の
地
域

規
定
に
よ
り
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
離
島
の
地
域

、
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九

、
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九

号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島
の
地
域
、
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特

号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島
の
地
域
、
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特

別
措
置
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定

別
措
置
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定

す
る
小
笠
原
諸
島
の
地
域
、
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律

す
る
小
笠
原
諸
島
の
地
域
、
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律

第
十
四
号
）
第
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
離
島
、
過
疎
地
域
の
持
続
的
発

第
十
四
号
）
第
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
離
島
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
特

展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第
十
九
号
）
第
二
条

別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
又
は
豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和

過
疎
地
域
又
は
豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
七

三
十
七
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
豪
雪

十
三
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
豪
雪
地
帯
と
し
て
指
定
さ

地
帯
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
域
に
所
在
す
る
保
険
医
療
機
関
に
お
け
る
酸

れ
た
地
域
に
所
在
す
る
保
険
医
療
機
関
に
お
け
る
酸
素
の
単
価

イ
及
び

素
の
単
価

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
及
び
ロ
に

ロ
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
額

定
め
る
額



イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）


